
◇様々な支払い方法

◇フリマアプリ・インターネット
　オークション

◇多重債務にならないために

　ーSDGsー

　若者は社会経験が少ないために悪質商法のターゲットになりやすく、消費生活センターへの相談は少なくあ
りません。
消費者トラブルから身を守るため、社会に出る前に、「契約」に関する知識やお金の管理について学び、困った
ときの相談先を知っておくことが大切です。
　また、消費者被害を防ぐことだけではなく、私たち一人一人が「消費者市民社会」の一員として、よく考えて商
品を選択し、行動することで、よりよい持続可能な社会の構築を目指しましょう。

消費生活センターは、行政が法律に基づいて設置しており、主に商品やサービス等のさまざまな「契
約」トラブルの相談を受けています。消費生活相談員が助言やあっせん、情報提供をして消費者被害
の解決をお手伝いしています。また、被害にあわないように、悪質商法の情報を伝えるだけでなく、
契約をする前に注意すること知っておきたい知識などを伝えています。相談は無料で秘密は守られま
す。「一人で悩まず、まず188（消費者ホットライン）に相談を」

やっくんは、どうすれば
よかったかな？

「自分にとって
今必要な契約

か」

よく考えよう。

わからないとき
、迷うときは断

ろう。

口約束でも契約は成立します。契約書は契約の内容・条件などを明らかにし、
トラブルをさけるために作成するものです。

法的な責任をともなう約束です。
お互いに契約内容を守る義務が生じます。
一方の都合だけで勝手に契約をやめることは
できません。

A.　契約書に署名すると、書いてある内容をすべて了承したことになります。
後になって「知らなかった」「話が違う」とならないように、契約書をよく
読んで確認し、わからないことがあったら、説明を求めましょう。

契約について
学ぼう

こうして新聞を取り始めたものの
半月後には結局読まない新聞が
山積みに…。

契約書は契約の内容・条件などを明らかにし、
証拠を残しトラブルをさけるために作成するものです。


